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健康福祉部
　福祉課☎44-3002
　長寿福祉課☎44-3005
　保険課☎44-3003
　健康課☎44-3004
　少子対策課☎44-3040
【西淡庁舎】
産業振興部
　商工観光課☎37-3012
　企業誘致課☎37-3046
　水産振興課☎37-3013
都市整備部
　管理課☎37-3014
　建設課☎37-3015
　都市計画課☎37-3016
教育委員会（教育部）
　教育総務課☎37-3017
　学校教育課☎37-3018
　人権教育課☎37-3019
　生涯学習文化振興課☎37-3020
【三原庁舎】
市民生活部
　市民課☎43-5023
　税務課☎43-5022
　収税課☎43-5034
　生活環境課☎43-5024
農業振興部
　農林振興課☎43-5025
　農地整備課☎43-5026
　地籍調査課☎43-5027
　農業共済課☎42-6210
農業委員会事務局☎43-5029
【南淡庁舎】
財務部
　財政課☎50-3033
　管財課☎50-3034
上下水道部
　企業経営課☎50-3037
　水道課☎50-3038
　下水道課☎50-3039
　下水道加入促進課☎50-3041
会計課☎50-3040
監査委員事務局☎50-3050

　 　

事
業
期
間
や
事
業
区
域
、計

画
処
理
人
口
、計
画
汚
水
量
の

変
更
な
ど
、公
共
下
水
道
事
業

計
画
変
更（
案
）の
広
告
及
び
図

書
の
縦
覧
を
し
ま
す
。

縦
覧
期
間　

２
月
５
日（
金
）

〜
12
日（
金
）

縦
覧
場
所　

下
水
道
課

縦
覧
図
書　

特
定
環
境
保
全

公
共
下
水
道
事
業
計
画
変
更

（
案
）（
処
理
区
＝
津
井
、市
・

榎
列
、八
木
・
榎
列
・
神
代
）

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
下
水
道
課
☎
50
・
３
０
３
９

広
告
・
図
書
の
縦
覧

あなたは迷った時、
何を基準に選んでいますか？

お気軽にご相談ください
　株式会社 淡路島テレビジョン　電話：0799-25-2525
　 洲本市海岸通1-11-1　  ホームページアドレス  http://awaji.tv

ＣＭ募集中

多くの人は、普段見聞きしている
ものの中から選んでいます！※長期契約は、大幅割引あり

　

肝
機
能
障
害
者
に
身
体
障
害
者
手
帳
を
交
付

　

４
月
か
ら
、
身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
対
象
に
肝
機
能
障
害

が
追
加
さ
れ
ま
す
。

対
象　

肝
臓
の
機
能
に
障
害

が
あ
り
、
国
の
定
め
る
基
準

に
該
当
す
る
人

申
請
受
付　

２
月
か
ら
開
始

の
予
定
（
診
断
書
が
必
要
）

問
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
２

　 　

市
で
は
障
害
の
あ
る
人
や
生

活
弱
者
の
人
に
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
基
本
使
用
料
の
全
額
ま
た
は

半
額
を
免
除
す
る「
減
免
制
度
」

を
設
け
て
い
ま
す
。
減
免
対
象

と
な
る
世
帯
の
人
は
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。（
す
で
に
減
免
を

受
け
て
い
る
世
帯
も
、
再
申
請

が
必
要
で
す
。
再
申
請
が
お
済

み
で
な
い
人
は
、
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。）

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
基
本
使
用
料
の
減
免
制
度

受
付
期
間　

２
月
１
日
（
月
）

〜
３
月
５
日
（
金
） 

受
付
場
所　

さ
ん
さ
ん
ネ
ッ

ト
、
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
、

連
絡
所
な
ど

※
書
類
の
郵
送
を
ご
希
望
の
人

は
、
さ
ん
さ
ん
ネ
ッ
ト
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
さ
ん
さ
ん
ネ
ッ
ト

　

☎
43
・
２
３
４
５

初尾川
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平
成
22
・
23
年
度
に
お
け
る

南
あ
わ
じ
市
が
行
な
う
競
争
入

札
（
建
設
工
事
・
コ
ン
サ
ル
・

物
品
役
務
）
へ
の
参
加
希
望
者

の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
を

受
け
付
け
し
ま
す
。

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
受
付

◆
受
付
期
間　

２
月
１
日（
月
）

〜
19
日
（
金
）

◆
提
出
方
法　

持
参
・
郵
送

◆
提
出
場
所　

管
財
課
（
南
淡

庁
舎
）

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
管
財
課
☎
50
・
３
０
３
４

全額減免の世帯 半額減免の世帯

❶生活保護世帯
❶身障手帳１～６級の
視覚・聴覚障害者が世
帯主の世帯

❷住民税が非課税（世
帯全員）で身障手帳１
～２級の人がいる世帯

❷身障手帳１～２級の
身体障害者が世帯主
の世帯

❸住民税が非課税（世
帯全員）で重度の知的
障害者のいる世帯

❸重度の知的障害者
が世帯主の世帯

❹満70歳以上（昭和
15年３月２日以前生ま
れ）の一人暮らしで住
民税が非課税の世帯

❹戦傷病者手帳が特
別項症～第１款症まで
の人が世帯主の世帯

※年齢などの基準は平成 22年３月１日現在の
加入者の状況で判断します

※市内に住居を有する世帯

減免を受ける基準

　 ４月～ 翌年３月分

　

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
交
付

　

所
得
税
と
住
民
税
の
障
害
者

控
除
は
、
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
人
が
対
象
で
す
。

　

た
だ
し
、
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
は
、
❶
〜
❸
の
対
象

要
件
を
全
て
満
た
し
た
人
が
申

請
し
、
審
査
の
う
え
交
付
し
ま

す
。
こ
の
認
定
書
に
よ
り
、
障

害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

対
象
要
件
（
12
月
31
日
現
在
）

❶
満
65
歳
以
上

❷
要
介
護
認
定
者

❸
身
体
や
精
神
に
基
準
以
上
の

障
害
が
あ
り
、
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

申
請
先　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー

問
長
寿
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
５

　

み
ど
り
が
丘
団
地
（
広
田
）
の

分
譲
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。
昨

年
度
は
２
区
画
を
購
入
い
た
だ

き
、
50
区
画
中
、
残
り
３
区
画
と

な
り
ま
し
た
。
販
売
価
格
は
１
区

画
６
９
２
万
円
〜
と
お
求
め
や
す

い
価
格
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
企
業
誘
致
課
☎
37
・
３
０
４
６

残
り
３
区
画
と
な
り
ま
し
た
！ 　
み
ど
り
が
丘
団
地

お気軽にお電
話ください。
随時、現地をご
案内します。

　

交
通
災
害
共
済
、加
入
者
募
集

　

増
え
続
け
る
交
通
事
故
、

万
一
の
時
に
備
え
て
地
域
ぐ
る

み
で
助
け
合
う
「
市
町
交
通
災

害
共
済
」
に
家
族
み
ん
な
で
ご

加
入
く
だ
さ
い
。

掛
金　

１
人
５
０
０
円

補
償　

３
万
円（
10
等
級
事
故
）

〜
最
高
80
万
円（
１
等
級
事
故
）

条
件　

治
療
に
よ
る
通
院
３
日

以
上（
10
等
級
事
故
）〜

申
込
期
限　

２
月
16
日（
火
）

※
年
度
途
中
の
加
入
可

共
済
期
間　

４
月
１
日
〜
翌

年
３
月
31
日

申
込
書　

１
月
末
に
各
ご
家

庭
へ
郵
送
し
て
い
ま
す

問
生
活
環
境
課
☎
43
・
５
０
２
４

　
国
民
健
康
保
険
税
５
期

納
期
限

　
　

３
月
１
日（
月
）

　

納
税
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

　

お
申
し
込
み
は
、
市
役
所
ま
た
は

金
融
機
関
窓
口
で
お
願
い
し
ま
す
。

問
税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２

　

収
税
課
☎
43
・
５
０
３
４

 有料広
告

　 募集 ＜お問い合わせ＞

　情報課☎ 43-5003

　　掲載料金（１か月）
１種広告　30,000円（4.5 ㎝× 18㎝）
２種広告　16,000円（4.5 ㎝×９㎝）

6か月以上継続してご契約された方は･･･
１種広告　20,000円　２種広告　11,000円

　「広報南あわじ」と「南あわじ市ホームページ」に、

お店の宣伝や求人情報など出しませんか？

「広報南あわじ」有料広告
　　掲載料金
 １か月　  10,000 円（月額）

12か月継続してご契約された方は･･･
12か月　100,000円（年額）

「ホームページ」バナー広告

区分 月平均数
21年度 12,069件

20年度 12,212件

19年度 11,465件

トップページへの訪問者数
[ビジットカウント]

年度 １種広告 ２種広告
21年度 21件 29件

20年度 12件 ３件

※有料広告は19年度から開始

広報紙有料広告の実績
 

▲申込書（３連になっています）

市 内 19,500部折込




